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町民バス「小本線」の運行経路の変更について 

 

１ 変更しようとする事項 

  運行経路の変更 

   

２ 変更を必要とする理由 

  町民バス小本線の「岩手中野バス停」から「旧小本支所前バス 

停」間の運行経路のうち、「東中野バス停」経由（町道小本中野 

線）から一般国道 45号へ運行経路を変更することにより、利用 

者の利便性向上を図るため。 

   

３ 変更の時期 

  路線の新設認可申請 処理後 

 

４ 変更の内容 

  運行経路の変更 …別紙１のとおり 

  東中野バス停の廃止 

 

５ 運行主体 

  岩泉自動車運輸株式会社  

 

 


